
本書の使い方

「Ａ105専門病院入院基本料」「Ａ106障害者施設等入院基本料」「Ａ107有床診

療所入院基本料」「Ａ108有床診療所療養病床入院基本料」。

　この中から、届出数の多い「Ａ100一般病棟入院基本料」の施設基準を解説します。

　まず、入院基本料の届出は、保険医療機関が入院医療に係る５つの基準（第３

講を参照）を満たしていることが前提です。

「告示」
　そのうえで、「第五　病院の入院基本料の施設基準等（告示）」の「一　通則」で

定められた（１）～（８）の基準を満たす必要があります（図表４－９）。

第五　病院の入院基本料の施設基準等（告示）

一　通則

　（１）�病院であること。

　（２）�一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位（特定入院料に

係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。）として看護を

行うものであること。

　（３）�看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関

の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。

　（４）�次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟

の種別ごとに、保険診療に係る入院患者（別表第二に掲げる患者を除く。）

を基礎に計算するものであること。

　（５）�次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟（別

表第三に掲げる治療室、病室及び専用施設を除く。）の種別ごとに計算する

ものであること。

　（６）�夜勤を行う看護職員（療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特

別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。）の一人当たりの月平均夜

勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働

時間が適切なものであること。

　（７）�急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料（地域一般入院料３を除く。）、七

対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料を算定する病棟

における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。

　（８）�現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数

との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。

■図表４－９　病院の入院基本料の施設基準等（告示）

告示

■図表４－10　「一般病棟入院基本料」の施設基準（告示）を抜粋して整理

基本診療の施設基準等
第五�病院の入院基本料の施設基準等�
二�一般病棟入院基本料の施設基準等�

告示

(1) 一般病棟入院基本料の 注１に規定する入院料の施設基準

(2) 一般病棟入院基本料の注２ただし書及び注７に規定する厚生労働大臣が定めるもの

(5) 一般病棟入院基本料の注６に規定する厚生労働大臣が定める日

(8) 一般病棟入院基本料の注９に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

(3) 一般病棟入院基本料の注２に規定する厚生労働大臣が定める場合

(6) 一般病棟入院基本料の注８に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

(9) 一般病棟入院基本料の注９に規定する厚生労働大臣が定める日

(4) 一般病棟入院基本料の注６に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

(7) 一般病棟入院基本料の注８に規定する厚生労働大臣が定める患者

(10) ＡＤＬ維持向上等体制加算の施設基準

イ　急性期一般入院基本料の施設基準

ロ　地域一般入院基本料の施設基準

①通則
②急性期一般入院料１の施設基準
③急性期一般入院料２の施設基準
④急性期一般入院料３の施設基準
⑤急性期一般入院料４の施設基準
⑥急性期一般入院料５の施設基準
⑦急性期一般入院料６の施設基準

①通則
②地域一般入院料１の施設基準

この「注１」は診療報酬の算定方法の告示
にある「注１」のこと。以下の「注２～９」まで
はすべて同様

　続いて図表４－10にある告示の（１）～（10）まで解説します。

　「診療報酬の算定方法」の診療報酬の項目の「注」において「厚生労働大臣が定

める施設基準・・・」と規定があるものの要件が告示で示されています。本講には

「注」の詳細を示していませんので、詳細は「診療報酬の算定方法」の告示を確認

してください。

　なお、告示（２）の「ただし書」とは、「注」の文中で「ただし、・・・」の文言に

続く文章を指します。

「告示」（１）　注１＊に規定する入院料の施設基準

　「注１」に規定する「厚生労働大臣が定める施設基準」とは、「イ　急性期一般

入院基本料」と「ロ　地域一般入院基本料」の施設基準を指します。

　では、「一般病棟入院基本料」の施設基準を「告示」から確認して、フローチャー

トにして構造を把握しましょう（図表４－10）。

＊注１
一般病院（療養病棟入
院基本料、結核病棟入
院基本料又は精神病棟
入院基本料を算定する
病棟以外の病院の病
棟）で、別に厚生労働
大臣が定める施設基準
に適合し、地方厚生局
長等に届け出た場合に、
当該基準に係る区分に
従い、それぞれ所定点
数を算定すると規定
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　施設基準が大きくかかわる診療報酬は、「基本診療料」と「特掲診療料」に大別されます。

　本書は、その施設基準を読み解くために必要な要件や用語の解説、関連法令や厚生労働

省から出される「告示」「通知」などの読み解き方を説明しています。

　なお、本書で扱う内容は、令和4年度の診療報酬改定、その後の情報（令和6年1月末時

点）を基に構成しています。実際の最新情報については、厚生労働省や地方厚生（支）局の

ホームページなどを参照してください。

施設基準を構造的に理解する
施設基準は、複数の文書で示され
た要件を正しく読み解かなければ
なりません。
難解な文章を分解して、構造的に
読み解くための解説も加えました。

「告示」 「通知」
厚生労働省から発出され
た原文、もしくは該当する
文、抜粋などを掲載して
います。
難しい言葉や文章です
が、施設基準を理解、管
理していくには、これを読
み解く力が必要です。
じっくり読んで、内容を把
握、理解していきましょう。

専門用語を理解しながら読み進める
実例の中で出てくる、専門用語や独特の語
句などを解説しました。
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ｇ．疑義解釈資料
　診療報酬の算定や施設基準の内容に関して、厚生労働省が医療機関などから受

けた問い合わせと回答を「疑義解釈」として取りまとめた資料です。

　厚生労働省保険局医療課から都道府県などに事務連絡として出され、厚生労働

省の診療報酬改定のホームページに掲載されます。�

　診療報酬改定時などで発生した各々の疑義について算定の可否や施設基準の取

り扱いなどについて、詳細な回答が示されます。経過措置に係る届出の取り扱い

や、施設基準で要件とされる「研修」「関係学会の指針」に該当する研修や学会等

が示されることがあります。

【例】 疑義解釈資料の送付について（その１）（令和４年３月31日）より

（答）現時点では、以下の研修が該当する。

①�一般社団法人日本集中治療医学会「Rapid�Response�System�出動スタッフ

養成コース（日本集中治療医学会認定ハンズオンセミナー）」

②�SCCM（米国集中治療医学会）「FCCS(Fundamental�Critical�Care�Support)」

③�一般社団法人医療安全全国共同行動「RRSセミナー～急変時の迅速対応と

RRS」

問59　�区分番号「Ａ200－２」急性期充実体制加算の施設基準において

求める「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に

係る「所定の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。

１．次の中から正しいものを選びなさい。

（ア）��施設基準は厚生労働省が定めている。

（イ）��施設基準は医療法人ごとに届出を行う。

（ウ）��施設基準は設備に関する要件のほか実績や人員体制など、その内容は多岐に

わたる。

２．次の中から正しいものを選びなさい。

（ア）��施設基準で求められる「体制」については告示に具体的に記載されている。

（イ）��通知で「適切な研修を修了した者」と定められている場合、当該研修につい

ての具体的な情報は厚生労働省保険局医療課が発出する疑義解釈資料で示

される場合がある。

（ウ）��施設基準において「３年以上の経験を有する専任の医師」等とされる要件

は、届出を行う医療機関において３年以上の経験がある医師等を指す。

３．次の中から正しいものを選びなさい。

（ア）��「常時配置」とは特に規定がない場合は、24時間その状態を維持しているこ

とを意味している。

（イ）��褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準では、褥瘡対策に係るカンファレン

スを月１回程度開催することが求められている。

（ウ）��回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準では、両側に居室のある場

合の廊下幅について、3.5メートル以上でなければならないと定められてい

る。

４．次の中から正しいものを選びなさい。

（ア）��「専従」や「専任」として届出している者は、他の業務を兼任することはでき

ない。

（イ）��１人の患者が１カ月に３回受診した場合、実人数は３人、延べ人数も３人と

なる。

（ウ）��「常勤」とは、雇用契約が当該保険医療機関の就業規則で定める正規職員の

所定労働時間と同じ労働時間時間を指す。

練習問題
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　「第一　届出の通則」「第二　施設基準の通則」は、「基本診療料」の「告示」と

同様の内容が記載されています。

　「第三」から「第十三」および「第十四の二」は医科診療報酬点数表の診療区分

に対応した個別の項目の施設基準等の記載があり、「第十三の二」「第十四」は歯

科診療、「第十五」は調剤に係る施設基準、「第十六」は介護老人保健施設入居者に

ついて算定できない検査に関して記載されています。

　「第十七　経過措置」は、「基本診療料」の「告示」と同様に記載されています。

「別表」は施設基準の対象となる患者や疾患、検査、医薬品などについて規定した

表です。

■図表１－８　「特掲診療料」の施設基準に係る「告示」

第一　届出の通則

第七　投薬

第四　在宅医療

第十　精神科専門療法

第二　施設基準の通則

第八　注射

第五　検査

第十一　処置

第三　医学管理等

第九　リハビリテーション

第六　画像診断

第十二　手術

第十五　調剤

第十三の二　歯冠修復及び欠損補綴

別表第一～第十三

第十二の二　麻酔

第十六　 介護老人保健施設入所者について算
定できない検査

第十四　歯科矯正

第十三　放射線治療

第十七　経過措置

第十四の二　病理診断

※2023年４月現在

（２）施設基準の「通知」

　施設基準の「通知」には、「告示」で示された事項の詳細な要件が記載されています。

　ここでは、基本診療料の構成について確認します。特掲診療料も構成は同じです。

「通知　基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて」の構成
　「基本診療料」の施設基準に係る「通知」は、「第１　基本診療料の施設基準等」

「第２＊　届出に関する手続き」「第３＊　届出受理後の措置」「第４　経過措置等」

で構成されています。

　ここでは、「第１　基本診療料の施設基準等」と「第４　経過措置等」の構成に

ついて説明します。

「第１　基本診療料の施設基準等」
　各項目に区分され、「別添１」は初・再診料、「別添２」は入院基本料、「別添３」

は入院基本料等加算、「別添４」は特定入院料の施設基準、「別添５」は短期滞在手

術等入院基本料について記載されると示しています（図表１－９）。

　「別添６」は診療等に要する書面や基本診療料の施設基準における診療科や常

勤配置の取り扱いについて示されています（図表１－10）。

　「別添７」は届出様式です。

■図表１－９　「別添１」～「別添５」

解説 　「別添○第○の△の例による」

　施設基準の文には、「別添○第○の△の例による」などの記載があります。

別添１～５の区分を理解しましょう。

【例】

別添３　入院基本料等加算の施設基準　
第７　看護補助加算　
１　看護補助加算に関する施設基準
　（４）�看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。

当該体制については、別添２の第２の11の（３）の例による。

別添２　入院基本料等の施設基準等
第２　病院の入院基本料等に関する施設基準
11　療養病棟入院基本料の注12に規定する夜間看護加算の施設基準
　（３）�看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整

備していること。
　　　ア～エ（略）

＊ 「第２」および「第３」
については第 10 講で
解説

＊ 特掲診療料は、各
項目の施設基準が記載
されている「別添１」
と届出様式「別添２」
に分かれている
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練習問題の答えと解説

１
（ア）　×  施設基準は厚生労働大臣が定めます。
（イ）　×  施設基準は保険医療機関ごとに届出を行います。
（ウ）　○
Ｐ32参照

２
（ア）　×  施設基準で求められる体制については通知に具体的に定められています。
（イ）　○
（ウ）　×  当該医師等が個人として経験していればよく、当該医療機関以外での経験年数も加えることが

できます。なお、届出時には経験を保有している根拠資料の添付が必要です。
Ｐ32、34、36参照

３
（ア）　○
（イ）　×  褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準では、褥瘡対策に係るカンファレンスを週１回程度開

催することが求められています。
（ウ）　×  回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準では、両側に居室のある場合の廊下幅につい

て、「2.7メートル以上」でなければならないと定められています。
Ｐ34、37、38参照

４
（ア）　×  「専従」として届出している者は、他の業務を兼任することはできませんが、「専任」の者は他の

業務と兼任できます。
（イ）　×  同じ患者が月に３度受診した場合、実人数は「１人」となり、延べ人数は「３人」となります。
（ウ）　○  雇用形態にかかわらず、雇用契約の労働時間が正規職員の所定労働時間と同じ場合は「常勤」と

して扱います。
Ｐ44、45、46参照

50

練習問題
過去の施設基準管理士認定
試験をベースに作成した練
習問題と、その答えに対する
解説を加えました。

ワンポイントの「解説」
施設基準をより深く理解するために、
ワンポイントの解説を設けました。
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序講

「施設基準」は、診療報酬にかかわる重要なルールです。今や
病院経営の重要な柱といえます。まずは、「施設基準とは何
か？」からはじめましょう。

施設基準とは？ 
その重要性を学ぶ



ニャン長

登場人物

チセ子

てるみ
産労総合病院の医
事課の職員。チセ
子の後輩。少しおっ
ちょこちょい

産労総合病院の医
事課の職員。しっか
り者。産労総合病
院の施設基準を管
理する担当者

産労総合病院の院
長で、コミカルな性
格。施設基準の重
要性は理解してい
るが…

てるみ君、この観葉植物、
院内の適当なところに置いといて。
そうね…目立つところがいいかしら。 
よろしくね

チセ子先輩、
入り口にちょうど
空いたスペースが
あって、そこに
置きました！

えっ…
「入り口」？
（不安だわ…）

やっぱり
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施設基準施設基準は病院の顔！？



何が「やっぱり」
なんですか？　
殺風景だったけど、
素敵でしょう！

このご時世だから、
患者さんが SNS に
アップでもしたら
どうするの？

患 者 さ ん が、『 イ
ケてる病院』って
SNS で拡散してく
れたら、むしろ宣
伝になって好都合
じゃないですか！

てるみ君、これで
ウチの病院の経営
が傾いたらどうす
るのよ！？

そうじゃ
なくて！

ここには大事な
施設基準の掲示物が
貼ってあるでしょ？

だから、この前に
置いて遮っちゃ

ダメなの

13

傾くどころか、風
水的には経営の運
気アップですよ！



何ですか？  
コレ？
（漢字だらけの
メニュー表
みたいな…）

てるみ君は、今度から施
設基準の担当になるんだ
から、覚えておいてね。
院内の掲示って、とても
大切なの

そう…なんですか。
（何だかよくわから
ないけど）
わかりました！
以後、気をつけま
す！

これでヨシ！

病院が診療報酬を請求する際
の施設基準の要件になるのよ
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おっ、
チセ子君と
てるみ君

ニャン長
先生！

だ・か・ら～

開院 30 周年の
お祝いにいただいた花だ。
素敵だニャ

華やいで、わが病院の運気も
ますますアップするニャ！

コレを入り口に
ドーンと置けば、

そこに
置いちゃ
ダメ！！

院内掲示も大事な要件
病院の施設基準には、さまざまな要件があります。届け出た内容によっては、患者さんに見えるよう
に院内掲示することが義務付けられています。適切な情報公開も大事な施設基準の一つなのです。
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＊ 診療報酬
医療行為ごとに点数が
決められ、それをもとに

「１点 =10 円」で計算
される

１．診療報酬と施設基準の歴史

　日本の「診療報酬体系」は、大正11（1922）年に「健康保険法」が制定され、

昭和２（1927）年に施行されてから、さまざまな変遷を経て約100年がたちます。

現在の診療報酬＊は、昭和33（1958）年に導入された「新医療費体系」が基本と

なっています。「物」と「技術」を分け、医療行為ごとに評価し、全国一律の点数（１

点10円）を定めました。

　その後、昭和36（1961）年に「国民皆保険制度」が導入され、医療機関を自由に

受診できる、「フリーアクセス」といわれる日本独特の仕組みとなりました。

　当初、新医療費体系は技術料に重点をおいた甲表と、旧来の点数表を踏襲した

乙表が設けられましたが、平成６（1994）年に一本化されました。

　また、同年10月、施設基準は承認制から届出制に変更されました。承認制では

施設基準の確認は書類や現地などで行い、承認を受けてから診療報酬の算定が認

められていました。そのため、承認までに長い時間を要し、診療報酬の算定時期が

遅くなる弊害がありました。それが届出制になったことで、従来の確認作業がな

くなり、施設基準の要件を満たしたものを届出して、受理されれば診療報酬が算

定可能になったのです。

　届出制では、届出後に、地方厚生（支）局による「適時調査」※で、届出した施設

基準の遵守と適切な運用に関する調査が行われます。
※「適時調査」は、「第13講」で詳しく学びます。

解説 　診療報酬体系

　手術・検査・処置などの医療サービスの価格は、「１点＝10円（公定価格）」とし

て厚生労働大臣により定められています。この価格は全国共通で、同じ診療行為

に対しては、どこの医療機関においても、誰から治療を受けても同価格になりま

す。この仕組みが「診療報酬体系」です。
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＊ 一般病院
医療法人や社会福祉法
人、独立行政法人等が
運営している病院（精
神病床、感染病床、結
核病床などを除く）。医
療機関全体の約７割を
占める

＊ 公的医療保険制度
すべての国民が加入す
る医療保険制度（国民皆
保険制度）で、誰もが全
国の医療機関で公的保
険による医療を受けられ
る（フリーアクセス）

＊ 「診療報酬改定」は
第１講を参照

＊ 「告示」「通知」は
第１講を参照

２．医療機関の収入に大きくかかわる「施設基準」

　日本には、全国民に加入が義務付けられた公的医療保険制度＊があります。この

制度のおかげで、病気やケガなどの際、医療機関で保険証（マイナンバーカード）

を提示すれば、誰もが必要な医療（診察、治療、処方など）を１～３割の自己負担

で受けることができます。

　その医療行為の対価を「診療報酬」といいます。この診療報酬は、厚生労働大臣

により医療行為の一つひとつが点数として設定され、「診療報酬点数表」として示

されます。

　診療報酬には、入院基本料をはじめ、厚生労働大臣より定められた医療機関の

機能や設備、人員配置、診療体制、安全面やサービス面などの基準を満たし、その

旨を地方厚生（支）局に届け出ることで点数を算定できるものが多くあります。

　この満たすべき人員や設備などの基準が「施設基準」で、患者に提供される診

療行為などの質と安全を確保するためのルールです。２年に１度、診療報酬改定＊

で見直しなどが行われ、現在では860項目以上あります（令和４年４月時点）。

　施設基準は、診療報酬点数表とは別に厚生労働大臣による「告示＊」で定められ、

その詳細が「通知＊」で示されます。

　施設基準の届出は、医療機関ごとに異なります。そのため、医療行為の点数は日

本全国共通（公定価格）なのに、同じ診療を受けても保険医療機関によって費用

の合計が異なるのです。

　例えば、外来初診の場合、「機能強化加算（80点）」に係る届出の有無で、算定の

合計に80点（800円）の差が生じます。

　令和５（2023）年11月の医療経済実態調査（医療機関等調査）報告によれば、

「一般病院＊」の１施設当たりの医業収益（医療行為によって得る売上）は約33億

円で、そのうちの約31億円が「診療報酬」によるものでした。つまり、医療機関の

経営は、診療報酬で成り立っているのです。

　施設基準を届け出た医療機関は、届出後もその要件の遵守が求められます。厚

生（支）局による定期的な「適時調査」や個別指導などで、施設基準の不備が指摘

された場合には、多額の返還金が発生するなど、病院経営に大きな損害をもたら

すこともあります。

　また、施設基準の届出項目は、公表が義務付けられており、患者が保険医療機関

の機能や提供する医療を選択する指標となります。

　このように、保険医療機関は施設基準に精通し、病院機能に応じた施設基準の

届出と、その基準要件を遵守する体制が重要となるのです。
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